
◎ 利用料金の目安

《ユニット型個室》

【１割負担の場合】

介護度１

計 ３０日 ３１日 食費 居住費 合計 合計

（1日） （処遇含）（処遇含） （1日） （1日） （３０日） （３１日）

１段階 638 46 4 8 21 12 14 743 24,742 25,567 300 820 58,342 60,287

２段階 638 46 4 8 21 12 14 743 24,742 25,567 390 820 61,042 63,077

３段階 638 46 4 8 21 12 14 743 24,742 25,567 650 1,310 83,542 86,327

４段階 638 46 4 8 21 12 14 743 24,742 25,567 1,392 2,006 126,682 130,905

介護度2

計 ３０日 ３１日 食費 居住費 合計 合計

（1日） （処遇含）（処遇含） （1日） （1日） （３０日） （３１日）

１段階 705 46 4 8 21 12 14 810 26,973 27,872 300 820 60,573 62,592

２段階 705 46 4 8 21 12 14 810 26,973 27,872 390 820 63,273 65,382

３段階 705 46 4 8 21 12 14 810 26,973 27,872 650 1,310 85,773 88,632

４段階 705 46 4 8 21 12 14 810 26,973 27,872 1,392 2,006 128,913 133,210

介護度３

計 ３０日 ３１日 食費 居住費 合計 合計

（1日） （処遇含）（処遇含） （1日） （1日） （３０日） （３１日）

１段階 778 46 4 8 21 12 14 883 29,404 30,384 300 820 63,004 65,104

２段階 778 46 4 8 21 12 14 883 29,404 30,384 390 820 65,704 67,894

３段階 778 46 4 8 21 12 14 883 29,404 30,384 650 1,310 88,204 91,144

４段階 778 46 4 8 21 12 14 883 29,404 30,384 1,392 2,006 131,344 135,722

介護度４

計 ３０日 ３１日 食費 居住費 合計 合計

（1日） （処遇含）（処遇含） （1日） （1日） （３０日） （３１日）

１段階 846 46 4 8 21 12 14 951 31,668 32,724 300 820 65,268 67,444

２段階 846 46 4 8 21 12 14 951 31,668 32,724 390 820 67,968 70,234

３段階 846 46 4 8 21 12 14 951 31,668 32,724 650 1,310 90,468 93,484

４段階 846 46 4 8 21 12 14 951 31,668 32,724 1,392 2,006 133,608 138,062

介護度５

計 ３０日 ３１日 食費 居住費 合計 合計

（1日） （処遇含）（処遇含） （1日） （1日） （３０日） （３１日）

１段階 913 46 4 8 21 12 14 1,018 33,899 35,029 300 820 67,499 69,749

２段階 913 46 4 8 21 12 14 1,018 33,899 35,029 390 820 70,199 72,539

３段階 913 46 4 8 21 12 14 1,018 33,899 35,029 650 1,310 92,699 95,789

４段階 913 46 4 8 21 12 14 1,018 33,899 35,029 1,392 2,006 135,839 140,367

※初期加算　（入所日から３０日間）３０円/日
※預り金　１，０００円（１ヵ月につき）自費
※理美容代　１，５００円（１回につき）自費
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加算項目

所得段階の概要

　・世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む。）が市区町村民税を課税されていない方で老齢

　福祉年金を受給されている方

　・生活保護等を受給されている方

　・世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む。）が市区町村民税を課税されていない方で合計

　所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間８０万円以下の方

　・世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む。）が市区町村民税を課税されていない方で上記

　第２段階以外の方

　・上記以外の方

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

栄養マネジメン
ト加算

１４単位

処遇改善加算
介護サービス
×日数×8.3％

特定処遇加算
介護サービス
×日数×2.7％

看護体制加算
（Ⅱ）2

８単位

夜勤職員配置
加算（Ⅳ）2

２１単位

個別機能訓練
加算

１２単位

項目 単位数

日常生活継続
支援加算(Ⅱ)

４６単位

看護体制加算
（Ⅰ）2

４単位


